	提案基準８　地区集会所その他都市計画法第29条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設

	基本事項
	申請者
	住所
	

	
	
	氏名
	

	
	申請場所
	

	
	敷地面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	
	用　　途
	

	
	延べ面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡

	適用の範囲
	□　地区集会所、集落青年館、公民館等準公益的な施設であること。（消防団詰所可）
□　準公益的な施設としてふさわしい規模構造になっており、レジャー的な施設その他、他の目的の建築物と併用されるものでないこと。
□　町内会自治会等の自治組織において運営され、準公益的な施設として、適正な管理が行われるものであり、管理規定が定められていること。

	添付図書
	□　予定建築物の平面図、立面図

□　管理規定(案でも可)



	備考

	・□にチェックを入れてください。
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